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事業展開等リスキリング
のための訓練

事業展開 ・ デジタル・デジタルトランスフォーメーション化 ・ グリーン・カーボン
ニュートラル化の取り組みに伴い必要となる訓練

人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース)

項目 内容（対象者・概要など） 助成金等名称

雇
用
維
持

従業員の雇用維持

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀な
くされる中で休業、教育訓練または出向により、従業員の雇用維持を図る

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に経営が悪化したため、従業員の雇
用維持を目的として在籍型出向により従業員を送り出すまたは当該従業員を受け
入れる

産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）

新
た
に
労
働
者
を
雇
い
入
れ
る

高年齢者 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

母子家庭の母（父子家庭の父）等 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

身体障害者・知的障害者・精神障害者

特定求職者雇用開発助成金の対象労働者を雇入れ、対象労働者をデジタル・グリー
ン分野の業務に従事させる

正社員として
雇入れる

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず正規雇用に
就くことが困難な者

自治体からハローワークに就労支援の要請がなされた生活保護受給者等 特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース）

特定求職者雇用開発助成金の対象労働者を雇入れ、訓練を行い、賃上げを実施 特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）②

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）①

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース）

障害者 トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）

短時間労働の精神障害者・発達障害者 トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）

建設業の中小事業主が若年者（35歳未満）または女性を建設技能労働者等として
雇入れる

トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）

 雇用情勢が特に厳しい地域で事業所の設備・整備あるいは創業に伴いその地域に居住する者を雇い入れる 地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）

沖縄県内に居住する３５歳未満の者 地域雇用開発助成金（沖縄若年者雇用促進コース）

職業訓練や職場実習を
行ったうえ、雇用する

障害者等の一般的に就職が困難な者を作業環境に適応させることを目的に訓練を
行い、雇い入れる

職場適応訓練費

一定期間試行的に
雇い入れる

安定就業を希望し、離職または転職を繰り返す者等

期間の定めのない
労働者として雇入れる

新型コロナウイルス感染症等の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ
たため、新たな事業への進出等の事業再構築を行い、当該事業再構築に必要な新た
な人材を雇い入れる

産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース）

職
業
能
力
の
向
上
を
図
る

職務に関連した10時間以上の人材育成訓練・認定実習併用職業訓練・有期実習型
訓練

人材開発支援助成金（人材育成支援コース）

有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受ける 人材開発支援助成金（教育訓練休暇付与コース）

高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 ・ 情報技術分野認定実習併用職業訓
練 ・ 定額制訓練 ・ 自発的職業能力開発訓練 ・ 長期教育訓練休暇制度

人材開発支援助成金（人への投資促進コース)

労働時間の縮減や年休取得促進を目的に外部コンサル、労務管理用機器等を導入
し、改善の成果を上げた場合に経費の一部助成

働き方改革推進支援助成金（Ⅱ労働時間短縮・年休促進支援コース）

事業所内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業
事業主に対して経費の一部を助成

最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）

働き方改革推進支援助成金（Ⅰ適用猶予業種等対応コース）

キャリアアップ助成金（障害者正社員化コース）

キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）

キャリアアップ助成金（賃金規定等共通化コース）

有期雇用労働者
等

（契約社員・パー
ト・派遣社員等）

労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向から復帰後6か月間の各月の
賃金を出向前と比較して5％以上上昇させる

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

過去6か月に正社員として働いていない35歳未満の者を正社員として新規雇用
し、人材育成・職場定着の取り組みを行う

正社員雇用拡大助成金事業

継続して雇用する
労働者として
雇入れる

正規雇用労働者・
有期契約労働者等に

対する訓練

教育訓練休暇制度の導
入

デジタル分野などの
訓練

建設労働者に対する
訓練

建設業の事業主または事業主団体が有給で建設労働者に技能実習を受講させる 人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース)

令和6年4月1日から建設業 ・ 運送業 ・ 病院等 ・ 砂糖製造業（鹿児島県・沖縄県）に
も適用される労働時間の上限規制に向けて生産性を向上させ、労働時間の削減等
の成果を上げた場合に経費の一部助成


